
第　８　章　　　道　　　　路

１　道路の現況
　（１）　高速道路

　（２）　一般国道

　（３）　都道府県道

　（４）　市町村道

　　◆道路の整備状況

 

第 1 節 道 路 の 現 況

県道は、通勤・通学・通院など、地域の生活圏単位での交流を活発化させるほか、日常生活
における安全・安心の確保や利便性を向上させるため整備が進められています。
県内には１８６路線、延長２，３７６ｋｍの県道があり、そのうち約７６％は改良済道路と

なっています。

市町村道は、最も身近な日常生活道路であることから、路線数も非常に多く、その道路延長
も県全体の約８４％を占めています。
しかしながら、幅員が狭い道路や、舗装されていない道路も多く、改良率・舗装率ともに約

６６％程度にとどまり、生活に密着した道路でありながら整備が遅れている現状にあります。

高速道路は、防災・減災、国土強靱化に資するとともに、産業集積の促進や物流の効率化のほ
か観光交流人口の拡大など、地域経済の活性化に大きく寄与することから、高速道路ネットワー
クの早期完成が望まれています。
県内で計画されている高速道路の延長約３６２ｋｍのうち、令和７年度末時点の供用延長は

約３４２ｋｍ、供用率は９４％となっています。
県内の路線別の整備状況については、鹿角市・小坂町を通過する東北縦貫自動車道（東北自

動車道）４１．８ｋｍが昭和６１年までに全線供用されており、また、岩手県境から秋田市を
経由し、潟上市に至る東北横断自動車道（秋田自動車道）９８．５ｋｍについても平成９年まで
に全線供用されています。
山形県境から県内沿岸部の主要都市を経由し、小坂ＪＣＴで東北自動車道に接続する日本海

沿岸東北自動車道約１８４ｋｍは、令和８年３月にきみまち阪ＩＣ～北秋田今泉ＩＣ間が開通
したことで約１６８．０ｋｍが供用されています。未開通区間についても、遊佐象潟道路９．
９ｋｍ（県内分）及び二ツ井今泉道路１．４ｋｍの整備が進められております。また、二ツ井
白神から小繋間については、令和７年度に能代地区線形改良（約２．０ｋｍ）が完成したほか、
種梅入口交差点や荷上場地区交差点の改良事業が実施されており、日沿道の全線開通へ向けて
大きく前進しています。
東北中央自動車道は、約３８ｋｍのうち雄勝こまちＩＣから横手ＩＣまでの２６．７ｋｍが

平成１９年までに供用開始したのを皮切りに、令和７年１１月には下院内ＩＣから雄勝こまち
ＩＣ間の３．７ｋｍが供用開始されました。残る県境区間についても、トンネル工事等が鋭意
進められているところであります。
今後も県民の悲願である高速道路ネットワークの早期完成について、国に対し強く働きかけ

ていきます。

国道は、主要都市間の連絡強化や高度医療施設へのアクセス機能の向上など、県民生活に欠
かすことのできない主要幹線道路として整備が進められています。
県内には、国が管理する７号・１３号・４６号の３路線と県が管理する１０１号から４５４

号までの１４路線があります。そのうち県が管理する国道の延長は８７２ｋｍで、約９４％は
改良済道路となっています。
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43,582 23,685 16,291 68.8% 16,750 70.7% 23,410 11,189 219 153 55

203 3,716 3,091 83.2% 3,626 97.6% 3,566 2,700 102 116 48
17 1,340 1,291 96.3% 1,340 100.0% 1,254 1,202 50 78 36
3 469 469 100.0% 469 100.0% 435 481 18 25 16

14 872 822 94.3% 872 100.0% 820 721 31 53 21
186 2,376 1,800 75.7% 2,286 96.2% 2,312 1,498 53 38 11

43,379 19,969 13,201 66.1% 13,124 65.7% 19,844 8,489 117 37 7

※ 道路現況調書より（令和６年３月３１日現在）

一 般 道 路 計
国 県 道

一 般 国 道
国直轄
県管理

県 道
市 町 村 道

道 路 区 分
路線数
（箇所）

延　長
（ｋｍ）

路　　　面　　　別 構　　　成　　　別

改 良 済 舗 装 済 道路部
延　長
（ｋｍ）

橋 梁 ト ン ネ ル
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２　道路整備の必要性

（１）県民生活を支える自動車交通

本県の自動車保有台数は、昭和５０年からの約５０年で、２．５倍の約８０万台となって
おり、平成１７年度のピーク以降、概ね横ばい傾向となっています。また、１世帯当たりの
乗用車保有台数も１．８７台と、全国平均の１．３５台と比べ、約１．４倍と高くなってお
り、日常生活及び経済活動を支えるうえで、自動車は必要不可欠なものとなっています。
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（資料：一般財団法人 自動車検査登録情報協会）

秋田県の自動車保有台数の推移

（資料：東北運輸局 運輸要覧）

各県別自動車保有状況（令和６年度末）

＜青森県＞
車 両 数 995,358 台
人 口 1,185,767 人
世 帯 数 592,182 世帯
保有台数 0.84 台/人

1.68 台/世帯

＜岩手県＞
車 両 数 1,018,175 台
人 口 1,153,900 人
世 帯 数 534,966 世帯
保有台数 0.88 台/人

1.90 台/世帯

＜宮城県＞
車 両 数 1,704,646 台
人 口 2,224,980 人
世 帯 数 1,052,122 世帯
保有台数 0.77 台/人

1.62 台/世帯

＜秋田県＞
車 両 数 792,952 台
人 口 907,593 人
世 帯 数 423,081 世帯
保有台数 0.87 台/人

1.87 台/世帯

＜山形県＞
車 両 数 922,191 台
人 口 1,012,355 人
世 帯 数 422,458 世帯
保有台数 0.91 台/人

2.18 台/世帯

＜福島県＞
車 両 数 1,641,741 台
人 口 1,771,314 人
世 帯 数 800,927 世帯
保有台数 0.93 台/人

2.05 台/世帯

＜東北＞
車 両 数 7,075,063 台
人 口 8,255,909 人
世 帯 数 3,825,736 世帯
保有台数 0.86 台/人

1.85 台/世帯

＜全国＞
車 両 数 82,699,840 台
人 口 124,330,690 人
世 帯 数 61,287,994 世帯
保有台数 0.67 台/人

1.35 台/世帯
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（２）依然として残る渋滞箇所

（３）冬期交通の円滑化

（４）安全・安心の確保

県内には都市部を中心に渋滞箇所が集中しており、令和７年度末現在、全県に４８箇所の主要

渋滞箇所があります。（平成２４年度の公表時には６２箇所）

特に秋田市においては混雑区間・箇所が面的に広がり、複数路線に跨がり多くの渋滞箇所が存

在しています。

本県は、全国でも有数の豪雪県で、冬

期は積雪や凍結などにより事故の危険性

が高まるほか、通勤時間帯を中心に著し

い交通渋滞が発生しています。
また、県境・郡境の峠部を中心に、多

くの冬期通行止区間があります。

（冬期通行止区間：55区間、約400km）

県内には通学路等を含め歩道の整備が必要な区間が多数残っており、整備が急がれています。
また、平成２８年９月の秋の行楽シーズンには、国道３４１号五十曲地区において、落石に伴

う全面通行止めが発生し、多方面に影響が及びました。
県では、このような災害を未然に防ぐため落石崩壊危険箇所の定期的な点検を実施すると共に、

災害対策工事を行っています。
加えて、近年全国的にインフラ施設の老朽化が問題となっています。秋田県では、「秋田県

橋梁長寿命化修繕計画」等に基づき、大きな損傷が発生する前に手当てする「予防保全型」の管
理を行い、道路インフラの老朽化対策に取り組んでいます。
県民の日常的な安全・安心の確保を図るため、歩道の整備や防災対策、各種道路施設の適切な

保全を行っていきます。

※出典 R8.3 秋田県渋滞対策推進協議会資料より一部抜粋（修正）
東北地方整備局秋田河川国道事務所
URL:http://www.thr.mlit.go.jp/akita/road/04_jyuutai/index.html

冬期の交通状況（R3.1月 横手市）

４８箇所の内訳

秋田県中央部：３５箇

所

秋田県北部： ６箇
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３　交通量図

（平日・２４時間交通量）

No 路　　　線　　　名 交　通　量 観　　測　　地　　点
1 一般国道１３号 39,310         秋田市牛島西一丁目
2 一般国道７号 37,106         秋田市八橋下八橋
3 秋田天王線 33,038         秋田市山王二丁目
4 秋田昭和線 31,599         秋田市上北手百崎内山
5 秋田停車場線 24,767         秋田市山王七丁目
6 秋田北インター線 24,168         秋田市外旭川三後田
7 一般国道１０１号 23,885         潟上市天王
8 秋田御所野雄和線 19,510         秋田市御野場新町四丁目
9 秋田北野田線 19,423         秋田市旭北寺町
10 一般国道１０５号 19,310         由利本荘市川口

　　資料：令和３年度道路交通センサス

5,000台未満

凡例（平日１２時間交通量）

10,000台以上

5,000～10,000台

20,000台以上

下図は県内幹線国道の交通量（令和３年度調査実施）を図表化したものです。

国道７号・１３号については、交通量が１万台以上の箇所も多く、地域間交流を支える大動

脈となっております。

また、国道７号・１３号を補完する県管理国道（通称３桁国道）も、各中核都市周辺での交

通量は比較的多く、地域の主要な幹線道路として利用されております。

※令和３年調査時点で未供用の箇所について、

点線で標記しております

◆県内交通量ベスト１０（※同一路線で最大の交通量観測地点を記載）

高規格幹線道路

（供用済）

国道
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１　秋田県道路整備計画

第 ２ 節 道 路 の 整 備

（１）策定のポイント

秋田県総合計画に掲げる施策を着実に推進するため、県内の道路における各路線の性格や役割を整理し、道

路整備の方向性を示した「秋田県道路整備計画」を策定しています【前期 R6～R10】。

人口減少と少子高齢化、伸び悩む県内総生産と低位にある１人当たり県民所得などの様々な課題に直面して

いることから、本計画では、これらの課題を客観的に捉え、道路管理者が対応するべき課題を整理し、道路整

備の方針として、「５つの柱・１０の施策」を整理・体系化しています。

（２）道路整備の方向性

「秋田県道路整備計画」では、県内の道路交通網を①県土の骨格を形成する道路ネットワーク、②産業・物

流に寄与するネットワーク、③観光に寄与するネットワークの３つの観点から整理し、これらを重ね合わせた

道路ネットワーク図を作成しています。道路ネットワーク図を元として、地域毎の課題に対応した今後の道路

整備の方向性を示しています。

■ 地域別道路整備計画■ 道路ネットワークの定義

秋田県には大きく３つの生活圏があり、これらを８

つの地域振興局が分担し、地域の課題に対応するため

の様々な施策を推進しています。

地域の特性を踏まえながら、地域の課題とそれに対

応するための道路整備の施策を整理し、８地域ごとに

道路整備の方向性を示しています。

◆３つのネットワークを重ね合わせし、

地域別の道路ネットワークを構築

◆３つの道路ネットワークの定義
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方針① 交流・連携
人・ものが広域に交流するための“みち”

期待される効果
●県内外移動の高速化
●地域間の交流人口の増加
●広域的なモノの移動による産業の振興

道路整備方針
①-1 高速道路ネットワークの構築

道路整備方針
②-1 地域産業・物流の活性化
②-2 観光集客力の強化

期待される効果
●県内企業立地の増加
●県産品販路の拡大
●県外からの観光客の増加

方針③ 地域・生活
みんなが生活しやすいまちを支える“みち”

方針④ 安全・安心
安全で快適な暮らしを支える“みち”

方針⑤ 強靭化・防災
もしもの時に備えた“みち”

道路整備方針
③-1 地域の自立支援
③-2 快適な日常生活の実現

期待される効果
●地域間交流の活発化
●日常生活における拠点施設（役場・学校・病院等）

への円滑な移動による住みやすさの向上

道路整備方針
④-1 安心して暮らせる道路空間整備
④-2 雪に強い道路

期待される効果
●高齢者や子どもも安心して暮らせる

環境の確保
●冬期間も含めた移動の円滑化道路整備方針

⑤-1 道路の強靱化の推進
⑤-2 既存道路の有効活用
⑤-3 道の駅の防災力強化

方針② 産業・物流・観光
地域産業や観光資源を元気にする“みち”

道路整備の効果

道路整備を計画的に進めるためには、現状の課題を解決するための「将来
目標」を設定する必要があります。本計画では、道路整備の方針として、
「５つの柱・１０の施策」を整理・体系化しており、柱ごとに目標指標を設
定し、将来における目標値を立てたうえで、計画的な道路整備を推進します。

道路の整備を進めていくことによって、次のとおり様々な効果が期待され
ます。

期待される効果
●災害時の避難行動、救助活動を支える移動経路の確保
●長期的な維持管理費の縮減
●大規模災害時等の広域的な復旧・復興活動拠点や地域

の一時避難所等の活用 - 75 -



２　高規格幹線道路

（１）高規格幹線道路網計画

（２）高速自動車国道の整備状況

　　　※高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路（Ａ’路線）の供用延長含む

　高規格幹線道路　（全体構想：約１４，０００ｋｍ）

　高速自動車国道
　　（全体計画：１１，５２０ｋｍ）

　一般国道自動車専用道路
　　（全体計画：約２，４８０ｋｍ）

全　国 秋田県

延　長 供用率 延　長 供用率

全体計画 １１，５２０km － ３６２km －

R4末供用 １０，２７４km ８９％ ３３２km ９２％

R6末供用 １０，３３５km ９０％ ３３２km ９２％

R5末供用 １０，３０４km ８９％ ３３２km ９２％

東北中央自動車道「下院内IC～雄勝こまちIC」が開通（R7.11.22）

R7末供用 １０，３５６km ９０％ ３４２km ９４％

高規格幹線道路とは、自動車の高速交通の確保を図るために必要な道路で、全国的な自動車
交通網を構成する自動車専用道路です。
昭和６２年６月２６日の道路審議会答申に基づき、同年６月３０日、建設大臣（当時）が、

約１４，０００ｋｍの高規格幹線道路網計画を決定したほか、「第四次全国総合開発計画」
（昭和６２年６月３０日閣議決定）においても“交流ネットワーク構想”を推進するため、
次のとおり位置付けられています。

「全国的な自動車交通網を構成する高規格幹線道路網については、高速交通サービス
の全国的な普及、主要拠点間の連絡強化を目標とし、地方中枢・中核都市、地域の
発展の核となる地方都市及びその周辺地域等から概ね１時間程度で利用が可能とな
るよう、およそ１４，０００ｋｍで形成する。」

・「四全総」および「２１世紀の国土のグランドデザイン」（平成

10年3月31日閣議決定）で国土の骨格となる基幹的な高速陸上交通

網を形成するものとして構想

体系
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（３）秋田県の高規格幹線道路の概要

【全国の整備状況】 R8.3末現在　　 ※一般国道自動車専用道路(Ｂ路線)含む

【県内の路線別整備状況】 R8.3末現在

供用率 備　　　　考

合       計 約 362 km 342 km 20 km

東北中央自動車道 38 km 33 km 4 km

日本海沿岸東北自動車道 約 184 km 168 km 16 km

秋田自動車道 99 km 99 km - H9全線開通

東北自動車道 42 km 42 km - S58～S61開通

路　 線　 名 路線延長 供用延長 未整備延長 備考

秋　田 362 km 342 km 94%

88%

東　北 2,218 km 2,095 km 94% 東北のみR7.3末現在

うちR7末

供用延長

全　国 14,000 km 12,381 km

区　分 計画総延長

秋田県の高速道路は、東北自動車道が昭和61年7月に開通して以来、着実に整備が進められ、平成9
年6月には東北中央自動車道「湯沢IC～横手IC」間が開通、同年11月には秋田自動車道「北上JCT～
昭和男鹿半島IC」間が全線開通し、県内の高速道路網が整い始めました。
これ以降、順調に整備が進み、近年では
○ 令和2年度：日本海沿岸東北自動車道「蟹沢IC～大館能代空港IC」間
○ 令和7年11月：東北中央自動車道「下院内IC～雄勝こまちIC」間
○ 令和8年3月：秋田自動車道「きみまち阪IC～北秋田今泉IC」間
が開通し、令和8年3月末時点の供用率は約94％となっており、全線開通まであと一歩のところまで
来ております。
現在、高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路として、日本海沿岸東北自動車道では
「遊佐象潟道路」、「二ツ井今泉道路」等のほか、東北中央自動車道では「真室川雄勝道路」にお
いて国の施行による事業が進められています。

また、平成31年3月に秋田自動車道「湯田IC～山内PA間」が4車線化の事業許可となったことに続き、
令和2年3月には「山内PA～横手IC間」、令和3年3月には「北上西IC～湯田IC間」、令和6年3月には
「横手北スマートIC～大曲IC間」が4車線化の事業許可となり、信頼性の高い高速道路ネットワー
クの構築により、物流環境の改善が図られ、企業立地の促進等による地域産業の活性化に大きく寄
与するものと期待されます。

102 125
158 163

213 213 213 217 229
276 278 286 303 303 309 325 326 326 332 332 332 332 332 342

88

120
108

131
94 94 96 101 97

50 48 52
45 55 49 37 36 36 30 30 30 30 30 20

172
117 96

68 55 55 53 44 36 36 36 24 14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0%

50%

100%

H4 H7 H9 H10 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H23 H24 H25 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

秋田県の高規格幹線道路の推移

供用延長 事業中延長 未着手延長

(km)
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令和８年３末現在、県内の高規格幹線道路の整備状況は以下のとおりです。

［高速自動車国道］

　事業主体　：　国土交通省（新直轄方式）

※両区間とも、当初は日本道路公団による有料道路事業として整備が進められていましたが、平成１５年度から

　新直轄方式が採用され、国土交通省により整備が進められました。

※新直轄方式は、採算性の面で各日本高速道路株式会社による建設が困難な路線のうち、緊急性、必要性の高い

　路線の建設及び管理費用を国と都道府県の負担により行う方式であり、完成後は無料区間となります。

［高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路］

　事業主体　：　国土交通省（鷹巣西道路のみ県事業で実施）

延長
着手
年度

供用済
延長

17.9km H25 －

13.7km H17 13.7km

12.5km H12 12.5km

33.8km S58 33.8km

約6.5km H27 －

11.2km H24 9.8km

13.9km H17 13.9km

8.8km S57 8.8km

26.7km S59 26.7km

3.7km H27 3.7km

3.0km H15 3.0km

7.2km H29 －

※Ａ’路線とも呼ばれ、高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路として国土交通省が施行するもの

　で、将来高規格幹線道路網に組み入れられる予定の道路です。

道路名 区　間 延　長 基本計画 事業着手年 供用済延長 備　　　　考

本荘～岩城 ２１．６ｋｍ Ｈ１．２．２７ Ｈ９．１２．２５ ２１．６ｋｍ Ｈ１９．９．１７供用

Ｈ２５．１１．３０供用

区　　分 路線名 道路名 区　　間 備　　　　　考

日本海沿岸
東北自動車道

大館北～小坂北 １４．０ｋｍ Ｈ３．１２．２０ Ｈ１０．１０．２５ １４．０ｋｍ

遊佐象潟道路 遊佐～象潟
県内延長　L=9.9km

(仮)小砂川～象潟R7供用予定

象潟仁賀保道路 象潟～仁賀保 H27.10.18 全線供用

仁賀保本荘道路 仁賀保～本荘 H24.10.27 全線供用

琴丘能代道路
琴丘森岳～
二ツ井白神

H19. 8.12 全線供用

(二ツ井白神～小繋)
二ツ井白神～

(仮)小繋
※現道活用区間であり、

　 交通安全事業により整備中

二ツ井今泉道路
鷹巣西道路

きみまち阪～
大館能代空港

蟹沢IC～大館能代空港IC間
R2.12.13供用済

きみまち阪IC～北秋田今泉IC
R8.3.20供用済

R7.11.22全線供用

鷹巣大館道路
大館能代空港～

二井田真中
H30.3.21 全線供用

大館西道路
二井田真中～

大館北
H25.11.30 全線供用

東 北 中 央
自 動 車 道

国道１３号

日 本 海 沿 岸
東北自動車道

国道７号

院内道路
(仮)上院内～

下院内
H28.11.5 全線供用

真室川雄勝道路
(仮)及位～
(仮)上院内

県内延長　L=4.2km

湯沢横手道路
雄勝こまち～

横手
H19. 8.26 全線供用

横堀道路
下院内～
雄勝こまち
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R8.3月末現在

フルインター・

ジャンクション

ハーフインター

イン
ター

形式
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３　新広域道路交通計画

安全安心で暮らしやすく、交流が拡大する秋田県を実現するためには、新たな社会・経済の
要請に応えるとともに、総合交通体系の基盤としての道路の役割強化や、平常時・災害時を問
わない物流・人流の確保・活性化を図る道路ネットワークを整備する必要があります。
このため、「盛岡秋田道路」や「大曲鷹巣道路」等について、整備に向けた取組を強化する

ことにしています。

広域道路ネットワーク計画図

高規格
道路

一般広域道路

広域道路
（基幹道路）

①高規格道路
高速自動車国道を含め、これと一体となって機能する、もしくはこれらを補

完して機能する広域的な道路ネットワークを構成する道路。求められるサービ
ス速度が概ね６０ｋｍ/ｈ以上の道路。交差点の立体化や沿道アクセスコント
ロール等により、サービス速度の確保を図る。

②一般広域道路
広域道路のうち、高規格道路以外の道路。求められるサービス速度が概ね

４０ｋｍ/ｈ以上の道路。部分的に改良等を行い、サービス速度の確保を図る。

令和３年６月策定
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４　幹線道路の整備

・国道、県道の整備

（１）国道の整備

　　　○主な整備箇所（国道）

（２）県道の整備

　　　○主な整備箇所（県道）

老 朽 橋 の 架 替 （主）秋田雄和本荘線 相川【水沢橋】（秋田市） 1,360ｍ

道路の拡幅 （主）比内田代線 二井田（大館市） 4,400ｍ

（主）大館十和田湖線 雪沢（大館市） 2,930ｍ

（主）秋田八郎潟線 山内増沢（秋田市） 1,500ｍ

（一）川添下浜停車場線 下浜羽川（秋田市） 2,059ｍ

バイパスの建設

港 ア ク セ ス （主）秋田天王線 秋田港アクセス道路（秋田市） 6,120ｍ

高 速 Ｉ Ｃ ア ク セ ス （主）横手大森大内線 三本柳（横手市） 2,240ｍ

事 業 区 分 路線名 箇　　所　　名 整備延長

稲庭（湯沢市） 4,530ｍ

車 道 の ４ 車 線 化 １０７号 本荘道路（由利本荘市） 2,000ｍ

現道拡幅 １０８号 根子（由利本荘市） 2,250ｍ

事 業 区 分 路線名 箇　　所　　名 整備延長

バイパスの建設

１０１号 峰浜水沢（八峰町） 1,900ｍ

１０５号 幸屋渡（北秋田市） 1,600ｍ

１０５号 堀内（仙北市） 830ｍ

１０５号 坂本（仙北市） 1,730ｍ

２８５号 富津内（五城目町） 3,300ｍ

３４１号 新波（秋田市） 1,100ｍ

３９８号

県管理国道１４路線のうち、現在７路線・１３箇所でバイパスや道路拡幅等の整備を進めて
います。

主要地方道、一般県道において、現在７路線・７箇所でバイパスや道路拡幅等の整備を進め
ています。

地域の安全・安心を確保し経済の活性化を支援する社会基盤として、県管理国道及び県道の
整備を進めており、高速交通ネットワークの補完や地域間交流を促進するネットワークの形成
を図ります。

国道１０５号
北秋田市 幸屋渡工区

（主）秋田天王線
秋田市 秋田港アクセス道路

至 仙北市

至 北秋田市

至 北秋田市

岩野目橋

至 仙北市

マタギの里トンネル
２号橋上部工（ A2-P7-

P6）

１号橋上部工

至：秋田北ＩＣ

至：秋田港
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５　市町村道の整備

市町村道には、国道・県道とともに地方の幹線道路網を構成する幹線市町村道と、居住環境を形成
する生活道路としての役割を担う一般市町村道があります。
これらのうち、利便性・快適性の向上による地域連携の促進や、道路利用者の安全を確保するため

の事業については、国庫補助事業により重点的に整備を図ります。

令和８年度事業（代表箇所抜粋）

【交付金事業】

○改築事業 ・秋田市 御野場団地２号線他 ・由利本荘市 百宅線 等

【補助事業】

○道路メンテナンス事業 ・湯沢市 秋ノ宮・鬼首線（１号スノーシェルター）

・大館市 茂内屋敷水沢線（茂内橋） ・大仙市 蛭川浜町線（姫神橋）

○無電柱化推進計画事業 ・秋田市 川尻総社通り線 等

○交通安全対策(通学路緊急点検) ・由利本荘市 一番堰薬師堂線 ・湯沢市 下平城線 等

【湯沢市】 秋ノ宮・鬼首線（１号スノーシェルター） 道路メンテナンス事業

くらしの利便性、安全性、快適性の向上を図るための道

地域連携の促進や地域振興に資する道路整備

幹線道路を連絡・
補完する道路の整備

インフラ施設の
計画的な修繕・更新

通学路等の安全を
確保するための整備

災害に強い道路整備
雪氷対策

主部材の損傷が激しくH26から通行止め

→隣接する国道108号への集約化

及び当該施設の撤去を行う ▲柱基礎部

▼アーチ部

【由利本荘市】一番堰薬師堂線 歩道整備 【秋田市】川尻総社通り線 無電柱化推進計画事業

▲川尻総社通り線(現況) ▲整備済み隣接工区▲整備状況

Ｒ８年度：撤去工事 損傷状況

道路改築
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１　交通安全対策

　（１）交通安全対策

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

発生件数 3,206 2,996 2,830 2,518 2,270 2,151 2,177 2,034 1,784 1,514 1,377 1,301 1,157 1,155 981

死者数 60 57 42 48 37 38 54 30 42 40 37 28 33 32 31

　（２）「道の駅」の機能強化

第 ３ 節 よりよい道路環境を目指して

令和６年の交通事故発生件数は、
直近１５年間で最小となっていま
す。
事故発生件数は減少傾向であり、

今後も歩道整備や事故が多発する
交差点や急カーブの解消によって、
事故の削減に努めていきます。
令和７年度は、国道２８２号西

町地区ほか１１箇所で対策を実施
する予定です。
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道の駅「おが」（男鹿市）道の駅「十和田湖」（小坂町）

県内の「道の駅」は、利用者ニーズの高い複数の機能を兼ね備えており、各駅の特性を活
かし個性が光る『秋田の「道の駅」』を創出します。
なお、令和６年１０月に新たに道の駅「十和田湖」がオープンし、県内では３４駅が供用

済みとなっています。

（一）植田平鹿線 横手市

(主）角館六郷線 仙北郡美郷町
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◆県内の道の駅
路　　線　　名 「道の駅」名

登　録　年　度 （施設名）

① 国道７号 たかのす

（Ｈ５年度） （大太鼓の里）

② 国道７号 ふたつい

（Ｈ６年度） （きみまちの里）

③ 国道７号 にしめ

（Ｈ７年度） （はまなすの里）

④ 国道７号 やたて峠

（Ｈ７年度） （天然杉といで湯の里）

⑤ 国道１０１号 はちもり

（Ｈ７年度） （お殿水）

⑥ 国道２８２号 かづの

（Ｈ７年度） （花輪ばやしの里あんとらあ）

⑦ 国道１０７号 東由利

（Ｈ８年度） （黄桜の里）

⑧ 国道２８５号 かみこあに

（Ｈ８年度） （秋田杉とコアニチドリの里）

⑨ 国道１３号 かみおか

（Ｈ８年度） （茶屋っこ一里塚）

⑩ 国道７号 ことおか

（Ｈ８年度） （土笛の里）

⑪ 国道７号 象潟

（Ｈ９年度） （ねむの丘）

⑫ 国道１０５号 なかせん

（Ｈ９年度） （ドンパン節の里）

⑬ 国道１３号 おがち

（Ｈ１０年度） （小町の郷）

⑭ 秋田天王線 てんのう

（Ｈ１０年度） （夢と神話の里）

⑮ 国道７号 しょうわ

（Ｈ１１年度） （ブルーメッセ･あきた）

⑯ 国道７号 岩城

（Ｈ１１年度） （島式漁港公園岩城ｱｲﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ）

⑰ 国道１０１号 みねはま

（Ｈ１１年度） （ポンポコ１０１）

⑱ 国道１０７号 さんない

（Ｈ１１年度） （ウッディらんど）

⑲ 国道１０５号 おおうち

（Ｈ１２年度） （はーとぽーと大内）

⑳ 国道１０５号 あに

（Ｈ１２年度） （マタギの里）

㉑ 国道２８５号 ひない

（Ｈ１３年度） （比内鶏の里）

㉒ 国道２８５号 五城目

（Ｈ１４年度） （悠紀の国 五城目）

㉓ 国道１０８号

（Ｈ１６年度）

㉔ 国道１３号

（Ｈ１６年度）

㉕ 国道４６号 協和

（Ｈ１６年度） （四季の森）

㉖ 国道１３号 十文字

（Ｈ１９年度） （まめでらが～）

㉗ 男鹿八竜線

（Ｈ２０年度）

㉘ 国道７号

（Ｈ２２年度）

㉙ 大館十和田湖線 ななたき

（Ｈ２２年度） （こさか七滝）

㉚ 大館能代空港東線

（Ｈ２２年度）

㉛ 国道３９８号

（Ｈ２８年度）

㉜ 市道大湯川向線

（Ｈ３０年度）

㉝ 市道新浜町・外ヶ沢線

（Ｈ３０年度）

㉞ 国道454号

（Ｒ６年度）

特　　　　色　　　　等

ギネス認定世界一の大太鼓をはじめ、世界各地の珍しい太鼓を集めた太鼓の「博物館」。

レストランのテラスからは、悠々と流れる米代川や、対岸の原生林に覆われた七座山を眺めながら
郷土料理を堪能。Ｈ３０年７月にリニューアルオープン。

霊峰鳥海山と夕日の日本海、そして緑につつまれた心休まる、はまなすの里が「道の駅　にしめ」。

大館矢立ハイツは宿泊、食事、温泉、カラオケの利用が可能。また、遊歩道は天然秋田杉の森林浴
が楽しめる。

世界自然遺産の白神山地から湧き出る水は、江戸参勤交代に津軽藩公も賞賛した清水で、ドライ
バーは殿様気分。

神秘の湖「十和田湖」と山岳美「八幡平」の中間にあり、花輪ばやしの屋台を展示し、伝統工芸の手
作りを体験できる。

黄桜温泉「湯楽里」の湯につかり心身をリフレッシュ。あきたこまちや地場産食材による郷土料理を
味わうことができる。

秋田杉をふんだんに使用した建物の中で、特産品や野菜・草花・お土産品の展示・販売。地場産食
材を活用した郷土料理。

日本橋を起点として１３３番目の一里塚。一面田園がひろがり、牧歌的雰囲気が心を和ます。物産
館、レストランが郷土の味を提供。

土笛などの製作体験や男鹿の夕日を見ながら土笛と夢のロマンを胸に四季折々の夕日を楽しめ
る。地場産品等の郷土料理も提供。

観光情報プラザ、大展望風呂、レストラン、特産品販売、遊びの広場、豊富な魚介類等地元の素材
で嬉しい季節料理、日本海と鳥海山を望む大温泉。

ドンパン節発祥の地なかせん自慢の”あきたこまち”による特産品の製造・販売・見学。世界の米の
豆知識を「こめこめプラザ」で。

小町笠をイメージしたユニークな円形の建物。山菜・野菜の直売、東北の灘と称される銘酒や稲庭
うどんなどの販売。

町のシンボルとなっている天王スカイタワー（高さ59.8m）、遊びの広場、温泉保養施設「天王温泉く
らら」などがある。特にスカイタワーから臨む日本海や男鹿半島のパノラマが絶景。

花をテーマにした複合施設で、主な施設はアグリプラザ昭和（地場産品・花き等の販売）、秋田県花
き種苗センター（鑑賞温室3,000㎡の芝生広場等開放）、レストラン等。

海と魚をテーマにした複合施設で、日本海の夕日を見ながら入浴できる温泉、地ビール、特産品販
売施設、括魚センターなど。

産地形成促進施設「おらほの館」を中心に、特産の野菜・果樹等の農産物販売、そばの加工と体験
試食コーナー等を設けている。

農林水産物直売・食材供給施設（ウッディプラザ）、国産材需要開発センター（木の香）、林産物加
工施設（ウッディさんない）等で構成されている。

温泉付宿泊施設のぽぽろっこを中心として、伝承館や多目的広場などを整備。ＪＲ岩谷線と背中合
わせのダブルステーションです。

角館町と鷹巣町間で行われる１００ｋｍマラソンの中間点に位置する「道の駅」です。阿仁町の特産
品を販売する他、レストランなど。

比内町の特産品を食材とした料理を堪能できるレストランや、特産品の直販を行っている「とっと館」
など。

五城目産の野の幸、山の幸の直売所「いそうらの四季」とだまこもちやとろろめし、きいちごソフトを
味わえる食事処「やまゆり」がある緑に囲まれた旅のふれ愛スポット。

国道３９８号沿いの羽後町役場隣に位置し。総合交流拠点施設「端縫いの郷」を核に、特産のそば
を使ったレストランや地物農産物で来場者をおもてなしします。

清水の里･鳥海郷
鳥海山・法体の滝・名勝沼などの観光地への起点として、また地元特産品の直売所など地元住民と
の交流の場を提供する。

後三年の役などの歴史探訪、竹打ちカマクラなどの体験ができ、季節により餅つきやそば打ち体験
など。また爆裂機米菓子の実演は一見の価値あり。

町内産材の秋田杉をふんだんに使った「遺跡・陶芸の里交流施設」があり、地場産品の直売や陶芸
教室が行われる。

トイレやコンビニ等が建物の中に全て入っている、全国でも珍しい「道の駅」です。

おおがた
日本で唯一干拓をテーマとした大潟村干拓博物館が隣接しており、八郎潟干拓の歴史や干拓によ
り誕生した自治体「大潟村」の農業、自然、文化を展示紹介。

美郷

おおゆ
地域資源である温泉を活用した足湯及び遊び場が整備され、開湯800年の歴史ある温泉郷として
の地域イメージを直に体感できる「道の駅」です。

十和田湖
国立公園である十和田湖畔の恵まれたロケーションを眺望できる屋外テラスや、隣接する緑地公園
を活用した道の駅です。

おが
ＪＲ男鹿線の終着駅「男鹿駅」に近接しており、半島周遊観光のゲートウェイ、広域周遊観光の拠点
として、多様な周遊形態に対応した情報を広く発信していきます。

あきた港
本州と北海道を結ぶ航路のフェリーターミナルも隣接していることから、秋田市情報の発信基地、来
訪者と地域住民との交流の場の機能などを併せ持つ道の駅です。

十和田湖への中継地点にあり、日本の滝百選のひとつに数えられる落差６０ｍ、７段にわたって流
れ落ちる「七滝」がある絶好の景勝スポットに位置する道の駅です。

大館能代空港
空港を道の駅の一部として整備したものとしては、石川県小松空港に続き、全国で２例目となる珍し
い道の駅です。

うご
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２　渋滞対策

県内の慢性的な渋滞を緩和・解消し、円滑な交通を確保するため、国、地方公共団体、
東日本高速道路㈱、各運送事業者等で組織される「秋田県渋滞対策推進協議会」におい
て様々な渋滞対策に取り組んできたところです。

主要渋滞箇所の公表後、ソフト・ハードを含めた渋滞対策の検討を進めています。

【秋田県渋滞対策推進協議会 構成員】

国土交通省東北地方整備局、国土交通省東北運輸局、秋田県、秋田県警察本部、
秋田市、能代市、横手市、大館市、湯沢市、由利本荘市、大仙市、北秋田市、
にかほ市、仙北市、美郷町、東日本高速道路株式会社東北支社、社団法人秋田
県トラック協会、社団法人秋田県バス協会、一般社団法人秋田県ハイヤー協会

同協議会では、様々な交通データを活用し渋滞箇所を絞り込み、あわせてパブリック
コメントによる道路利用者等の意見を含めた形で、平成２５年１月２４日に県内の主要
渋滞箇所６２箇所を公表したところですが、ハード対策の実施等により現在４８箇所と
なっております。

【主要渋滞箇所】
＜一般道路（秋田県内）＞
■６２箇所→４８箇所(Ｒ８.３末時点)
平成２８年度：２箇所解除（国道７号「新屋跨道橋交差点」「仁賀保郵便局前交差点」）

平成２９年度：１箇所解除（国道７号「象潟駅前交差点」）

令和 元年度：１箇所解除（国道７号「立花交差点」）

令和 ２年度：２箇所解除（国道７号「下浜」、国道１３号「牛島駅入口交差点」）

令和 ４年度：１箇所解除（国道４６号「荒川」）

令和 ６年度：３箇所解除（(主)秋田岩見船岡線「千秋城下町交差点」、

(一)羽後本荘停車場線「西裏尾崎町交差点」「東裏尾崎町交差点」)

令和 ７年度：４箇所解除（国道１３号「御所野団地交差点」、

(主)大館十和田湖線（(都)大館中央線）「御成町交差点」、

国道１３号「中田交差点」、(都)秋田環状線「羽州街道踏切」）

※出典 R8.3 秋田県渋滞対策推進協議会資料より一部抜粋
東北地方整備局秋田河川国道事務所 URL:http://www.thr.mlit.go.jp/akita/road/04_jyuutai/index.html

(主)秋田天王線「野村交差点」での渋滞状況
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３　わかりやすい道路案内施設の推進

４　人にやさしい道づくりの推進

５　無電柱化

　　　（一）羽後本荘停車場線　由利本荘市花畑町

高齢者ドライバーや訪日外国人旅行者の増
加、自家用車による移動距離の長距離化によ
り、これまで以上に「わかりやすい」道路案
内標識が求められています。
外国人旅行者も含む道路利用者のニーズに
対応するため、利用者の視点に立ち、視認性
が良く、地名の英語表記を加えるなど、わか
りやすい道路案内施設の整備を推進していき
ます。

県内で急速に進む高齢化に対応するため、
利用者の方が安全・安心に通行出来る歩道の
整備が求められています。
また、バリアフリーに対応し、歩道の段差
解消や視覚障害者用誘導ブロックの設置、側
溝蓋の改善等により「人にやさしい道づく
り」を推進していきます。

国道３９８号 羽後町

（主）秋田昭和線 秋田市

無電柱化は、道路の地下空間を活用し、電線共同溝に電力線や通信線などをまとめて
収容する電線類地中化方式や、地域の協力を得ながら、表通りから電線類が見えないよ
うに配線する裏配線方式などにより、道路から電柱をなくすことです。
道路の無電柱化は、「防災」「安全・快適」「景観・観光」の観点で整備効果が見込
まれることから、中心市街地や観光地、災害時に重要な役割を果たす緊急輸送道路等に
おいて、引き続き整備を進めていきます。

整備前 整備後
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６　「通学路の合同点検」等の実施

国道１０１号　男鹿市

通学路の合同点検は、教育委員会、学校、ＰＴＡ、警察及び道路管理者等が主体となって通学路
の点検を行うもので、文部科学省、国土交通省、警察庁の３省庁が一体となり、通学路の交通安全
の確保を目指しています。
基本的な方針として、合同点検の実施時期、合同点検の体制、合同点検の実施方法等を定めた
「通学路交通安全プログラム」を策定します。
その上で、点検結果を踏まえた対策の検討、対策の実施、対策効果の把握、対策の改善・充実を
一連のサイクルとして繰り返し実施する「ＰＤＣＡサイクル」により、継続的な安全性向上を目指
します。
策定された「通学路交通安全プログラム」及び合同点検によって抽出された対策必要箇所につい
ては、市町村のホームページ等で公表しています。

対策の実施

ボラード等を設置未対策
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７　あきたのみち情報

ＵＲＬ：http://road.pref.akita.lg.jp/modules/tinyd0/

【ちょっと便利な道路情報サイト】

 ・国道７号・13号・46号の道路情報：国土交通省の「能代河川国道事務所」、「秋田河川国道

　　　　　　　　　　　　　　 　　　事務所」、「湯沢河川国道事務所」の各ホームページ

 ・高速道路の交通情報：「ドラぷら」または「ドラとら」

 ・ＥＴＣ情報：「ＥＴＣ総合情報ポータルサイト」

あきたのみち情報では、通行規制情報、ライブカメラによる道路状況、防災情報、近隣県の道路
情報などを確認することができます。
通行規制情報等をあらかじめ把握し、ドライバー自らが効率的なルート選択を行えるようになれ

ば、県全体として効率的に道路を利活用することが可能です。
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１　道路維持管理

（１）道路パトロール

（２）施設管理と地域防災体制の強化

（３）道路広報活動等

　　　 

２　防災対策

３　橋梁補修・補強

４　冬期交通対策

第 ４ 節 道路の維持管理

平成２０年度から「道路監理補助員」を配置し、平成２３年度からは道路パトロールの外部
委託について契約期間を１年から２年に延長することで管内全線の状況を継続的かつ詳細に把
握し、災害や事故等の未然防止に努めています。

道路の清掃や路面の凹凸の解消、草刈りといった日常的な管理のほか、大雨や地震等による崩
落土砂や倒木等の道路からの撤去等も行い安全な通行ができるように努めております。また、橋
梁については大規模な修繕が必要となる前に予防保全的な維持修繕を行うことでライフサイクル
コストの縮減を図り、効率的・効果的な維持管理に取り組んでいます。

安全で快適な道路空間の整備や維持管理には、
道路を利用する方々の理解と協力が必要です。
８月は「道路ふれあい月間」、８月１０日は

「道の日」と制定され、この期間に行事を行うな
どして、道路の意義と重要性を再認識していただ
き、道路愛護精神の高揚に努めています。
また、道路の環境美化を自ら実施したいと希望

する自治会等を対象として、草刈り委託「道路ふ
れあい美化事業」を実施しています。

豪雨・豪雪及び地震に対する道路の安全性を確認するため「道路防災総点検」を実施してお
り、その後も毎年の定期点検により変状等進行の有無を確認しています。
これらの点検結果を踏まえ新たな防災対策や日常の道路管理の充実に努めていきます。

県が管理する橋長２ｍ以上の橋梁を対象に、５年に
１度の橋梁定期点検を実施し適切な維持管理に努めて
います。また、橋梁の老朽化対策の必要性から橋梁長
寿命化修繕計画を策定し、従来の対症療法的修繕から
予防保全的修繕へ政策転換していくことを念頭に補修
対策を順次行っています。
さらに補修と併せ、緊急輸送道路上に位置する橋梁
の耐震補強や落橋防止装置の設置などの震災対策に取
り組んでいるところです。

法面保護工（（一）河辺阿仁線）

平成２０年度からは共同履行方式により、複数の業者が各
地域の維持管理を共同で担当しており、各地域振興局建設部
の指示のもと、地区内で必要な人材や資機材の弾力的な運用
が図られています。
引き続き、機動的かつ効率的な施設管理を実施し、地域防
災体制の強化に努めていきます。

応急処理工（（主）本荘岩城線）

橋梁補修工（国道108号 新川井橋）

対策前

対策後

豪雪地帯を抱える本県では、冬期の交通確保が欠かせません。
県内２５市町村全域が積雪寒冷特別地域（積雪寒冷特別地域にお
ける道路交通の確保に関する特別措置法に基づく）に指定され、
うち１３市町村が特別豪雪地帯（豪雪地帯特別措置法に基づく）
に指定されています。
県では、除雪の充実強化を図るため、雪情報システムを構築す

るとともに、防雪柵等の防雪施設や流雪溝等の消融雪施設及び安
全な通行のための堆雪幅確保等の整備を推進していきます。

無散水融雪歩道

(主)大館停車場線 大館市

補修前 補修後
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５　道路施設の老朽化への対策（秋田県道路メンテナンス会議）

平成２４年１２月、中央自動車道笹子トンネル上り線で天井板落下事故が発生し、９人の
尊い命が犠牲となり、長期にわたって通行止めとなりました。

これを契機として、道路施設の老朽化が全国的な問題として一般に認知されるようになり、
平成２６年７月に道路法施行規則の一部を改正する省令が施行されました。
【改正の概要】
・トンネル、橋梁等における定期点検の実施を規定
・近接目視により、５年に１回の頻度で行う事を基本

これらを踏まえ、秋田県では道路施設の老朽化問題に対応するため、国や市町村、ネクス
コ等の県内の道路管理者で構成される“秋田県道路メンテナンス会議”を設立していま
す。

会議の目的

各道路管理者におけるメンテナンスサイクルを持続

的に回すことにより、老朽化対策の本格実施に貢献

し、国民生活の安全かつ円滑な活動の確保及び効

果的な道路管理を実現する。

メンテナンスサイクル

秋田県の橋梁の現状

供用後50年以上経過している橋梁

秋田県内橋梁の点検実施数

・秋田県は、計画的に道路構造物の点検に取り組み、

R5までに点検対象の全橋梁について点検を完了
R6からは3巡目の点検を実施

点検の方法

・構造物を点検し、下表のⅠ～Ⅳに区分する

・点検は、専門的な知識と経験を持った専門家が、高所作業

車等を用いて、近接目視により診断を行う

・特にⅢおよびⅣについては、緊急の対応が求められる

※R6道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ年報

点検実施総数 判定Ⅰ 判定Ⅱ 判定Ⅲ 判定Ⅳ

国 631 211 362 58 0

高速道路会社 369 101 247 21 0

県 2,265 78 1,900 287 0

市町村 8,494 2,237 5,302 939 16

合計 11,759 2,627 7,811 1,305 16

秋
田
県

788橋

43%1055橋

57%

【令和５年度（２０23年）】

：供用年数50年以上

：供用年数50年未満

1097橋

60%

746橋

40%

【令和15年度（２０33年）】

1397橋

76%

446橋

24%

【令和25年度（２０43年）】
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